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　デマンド乗合タクシー
　「もーりーカー」の制度を改正します

　乗降場所と特定目的地をつなぐデマンド乗合タクシー「もーりーカー」がより便利になるよう、４月1日(木)から
下記のとおり改正します。なお、利用するには上記または各地区会館で事前登録が必要です。

■利用対象者
守山市に居住する人のうち、運行車両への乗り降りに介助または介護が必要でなく、以下のいずれかに該当する人
①満75歳以上の人
②満65歳以上で、運転免許証または自家用車を所持していない人
③身体的な理由などで、運転免許証を取得できないまたは車の運転ができない人
④３歳までの乳幼児を伴って移動する保護者
⑤妊娠中の人
⑥�市役所、市立図書館、もりやまエコパーク、市民体育館、防災センターのみを利用する人(年齢などに関係なく利
用できます)
⑦公益社団法人守山市シルバー人材センター、守山市老人クラブ連合会の会員
■予約方法
　利用者登録後、利用する２週間前～前日の午前8時３0分～午後6時に近江タクシー［☎(58３)　11３３］へ、当日予約
(午前10時以降の利用のみ)は利用する1時間前までに近江タクシーまたは守山タクシー［☎(58２)　２590］へ電話で
予約してください。
■運行日・運行時間
　年末年始(1２月２9日～1月３日)を除く、毎日午前8時から午後5時
■利用料金
　３00円/人(障害者手帳などを持つ人、中学生以下の児童・生徒は150円/人)
■乗降場所
　市内３４２ヵ所(詳しくは、市ホームページまたは都市計画・交通政策課や地区会館で配布しているパンフレットを
ご覧ください)

問�都市計画・交通政策課　☎・有（582）1132　5（582）6947

●特定目的地の追加・変更
①�新型コロナワクチン集団接種に備え、誰でも利用ができる特定目的地に「市民体育館」と「防災センター」を
追加します。

②特定目的地に「守山警察署」と「おうみんち」を追加します。
③「環境センター」から「もりやまエコパーク」に名称を変更します。
●登録要件を緩和
①�公益社団法人守山市シルバー人材センター、守山市老人クラブ連合会の会員は誰でも利用登録できるよう
になります。

②利用対象者を「守山市民」から「守山市に居住する人」に緩和します。

① 済生会守山市民病院 ⑫ 老人憩いの家交流広場 ㉙ 伊勢遺跡
② 滋賀県立総合病院 ⑬ 北公民館 ㉚ びわこ地球市民の森
③ 小児保健医療センター ⑭～⑳ 地区会館（７学区） ㉛ 佐川美術館
④ 守山市役所 ㉑ モリーブ ㉜ 野洲川立入河川公園
⑤ すこやかセンター ㉒ 大庄屋諏訪家屋敷 ㉝ 野洲川川田河川公園
⑥ 市立図書館 ㉓ もりやまエコパーク ㉞ 市民体育館
⑦ あまが池プラザ ㉔ 美崎公園 ㉟ 防災センター
⑧ エルセンター ㉕ ビッグレイク ㊱ 守山警察署
⑨ 市民ホール ㉖ もりやま芦刈園 ㊲ おうみんち
⑩ ＪＲ守山駅西口 ㉗ 近江妙蓮公園
⑪ ＪＲ守山駅東口 ㉘ 下之郷史跡公園

■特定目的地（市内　37ヵ所）
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